
均等割額の軽減
世帯（被保険者および世帯主）の総所得金額等

所得割額の軽減
基礎控除後の所得金額等

8.5割軽減に該当し、世帯内の被保険者全員が年金収入80万円以下で他の
所得がない世帯

基礎控除額（33万円）＋24万5,000円×世帯の被保険者数（被保険者であ
る世帯主を除く）を超えない世帯

世帯内の被保険者全員と世帯主の所得金額の合計額が33万円以下の方

58万円以下（年金収入で153万円～211万円まで）

基礎控除額（33万円）＋35万円×世帯の被保険者数を超えない世帯

軽減割合

軽減割合

９割軽減

５割軽減

8.5割軽減

５割軽減

２割軽減

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
み
な
さ
ま
へ

　

今
月
号
で
は
、
新
し
い
被
保

険
者
証
・
窓
口
負
担
割
合
・
保

険
料
の
軽
減
や
納
付
方
法
に
つ

い
て
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

新
し
い
保
険
証

　

８
月
１
日
か
ら
新
し
い
被
保

険
者
証
（
黄
色
）
に
切
り
替
わ

る
た
め
、
７
月
中
に
新
し
い
被

保
険
者
証
を
お
届
け
し
ま
す
。

75
歳
以
上
の
方
は
、
こ
の
被
保

険
者
証
１
枚
で
病
院
に
か
か
れ

ま
す
。
期
限
の
切
れ
た
被
保
険

者
証
（
藍
色
）
は
使
用
で
き
ま

せ
ん
の
で
、
住
民
課
国
保
年
金

班
に
お
返
し
い
た
だ
く
か
、
ハ

サ
ミ
を
入
れ
る
な
ど
し
て
裁
断

し
、
破
棄
し
て
く
だ
さ
い
。

窓
口
で
の
負
担
割
合

　

病
院
に
か
か
る
場
合
の
窓
口

負
担
割
合
は
、
前
年
中
の
所
得

に
応
じ
て
１
割
（
一
般
の
方
）

ま
た
は
３
割
（
現
役
並
み
所
得

者
）
と
な
り
ま
す
。
い
っ
た
ん
３

割
と
判
定
さ
れ
た
方
で
、
申
請

す
る
こ
と
に
よ
り
医
療
費
が
１

割
負
担
に
な
る
方
に
は
、「
基
準

収
入
額
適
用
申
請
書
」
を
事
前

に
お
送
り
し
ま
す
の
で
、
７
月

中
に
住
民
課
国
保
年
金
班
へ
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

平
成
24
年
度
の
保
険
料

　

保
険
料
は
、
後
期
高
齢
者
医

療
制
度
に
加
入
し
て
い
る
75
歳

以
上
（
及
び
一
定
の
障
害
が
あ

る
65
歳
以
上
）
の
方
全
員
が
等

し
く
負
担
す
る
「
均
等
割
額
」

と
、
所
得
に
応
じ
て
負
担
す
る

「
所
得
割
額
」
を
合
計
し
て
、

個
人
単
位
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

今
年
度
は
保
険
料
の
見
直
し
が

行
わ
れ
、
賦
課
限
度
額
が
55
万

円
に
変
更
と
な
り
ま
し
た
（
所

得
割
率
、
均
等
割
額
に
つ
い
て

は
前
年
と
同
じ
）。
平
成
24
年
度

の
保
険
料
は
、
前
年
中
の
収
入

を
基
に
計
算
し
、
７
月
中
に
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

保
険
料
の
軽
減

　

前
年
度
か
ら
の
軽
減
措
置
が

今
年
度
以
降
も
継
続
さ
れ
、
次

の
要
件
に
該
当
す
る
方
は
、
保

険
料
が
軽
減
さ
れ
ま
す
。

（
下
表
参
照
）

保
険
料
の
支
払
方
法

◎
年
金
か
ら
の
天
引
き

　

２
ヶ
月
に
１
度
支
給
さ
れ
る

年
金
か
ら
保
険
料
が
天
引
き
さ

れ
ま
す
。
年
金
か
ら
の
天
引
き

に
は
特
別
な
手
続
き
の
必
要
は

あ
り
ま
せ
ん
。

※

75
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
方
は
、

　

年
金
か
ら
の
天
引
き
の
手
続
き

　

が
済
む
ま
で
は
納
付
書
に
よ
る

　

支
払
い
に
な
り
ま
す
。

◎
納 

付 

書

　

年
金
の
受
け
取
り
が
年
額
18

万
円
未
満
の
方
と
、
介
護
保
険

料
と
合
わ
せ
た
保
険
料
額
が
年

金
の
受
け
取
り
額
の
半
分
を
超

え
る
方
は
、
原
則
、
納
付
書
に

よ
る
支
払
い
と
な
り
ま
す
。

◎
口
座
振
替

　

年
金
か
ら
の
天
引
き
と
納
付

書
払
い
を
希
望
さ
れ
な
い
方

は
、
ご
指
定
の
口
座
か
ら
保
険

料
が
引
き
落
と
さ
れ
る
口
座
振

替
を
選
択
で
き
ま
す
。
口
座
振

替
を
ご
希
望
さ
れ
る
方
は
、
金

融
機
関
へ
口
座
振
替
依
頼
書
の

提
出
が
必
要
で
す
の
で
、
①
振

替
口
座
の
通
帳
、
②
通
帳
の
お

届
け
印
、
③
保
険
証
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

　

国 

民 

年 

金

　

保
険
料
の
免
除
・
猶
予
制
度

が
あ
り
ま
す
！

　

所
得
の
減
少
や
失
業
な
ど
、

経
済
的
な
理
由
で
保
険
料
を
納

付
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
は
、

本
人
の
申
請
に
よ
り
保
険
料
の

納
付
が
「
免
除
（
一
部
納
付
）
」
、

ま
た
は
「
猶
予
」
さ
れ
る
制
度

が
あ
り
ま
す
。

免
除
・
猶
予
制
度
の
種
類

①
免
除（
全
額
免
除
・
一
部
納
付
）

　

申
請

　

本
人
・
配
偶
者
・
世
帯
主
の

前
年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場

合
、
保
険
料
の
納
付
が
全
額
、

ま
た
は
一
部
免
除
さ
れ
ま
す
。

②
若
年
者
納
付
猶
予
申
請

　

30
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
・

配
偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額

以
下
の
場
合
、
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

対
象
期
間

　

７
月
か
ら
平
成
25
年
６
月
ま

で（
平
成
24
年
度
）

※

平
成
23
年
度
の
申
請
は
７
月

　

末
ま
で

必
要
な
も
の

　

①
年
金
手
帳
、
②
印
か
ん
、

③
所
得
証
明
書（
１
月
２
日
以
降

に
町
内
に
転
入
さ
れ
た
方
）、
④

雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証
や
離

職
票（
退
職
に
よ
る
申
請
の
方
）

◆
問
い
合
わ
せ

　

住
民
課
国
保
年
金
班

　

☎（
84
）１
２
１
４

還付金詐欺にご注意ください！
「医療費の還付金があります」などと偽り、ATM（現金自動預払機）から現金を振り込ませようとする手口が県内で発生
しています。不審な電話にはすぐに対応せず、住民課へお問い合せください。 2012.７.１ ４


